
　平成20年11月28日から始まる新・建築士制度により、今まで国が行っていた一級建築士免許に関する登録業務を（社）日本建築士会連合会（中央指定登録機関）が行います。

これにより、一級建築士免許証は「一級建築士免許証明書」（顔写真入りカード）として交付されます。（従来の免許証と効力は変わりません。）

現在お持ちのＡ４サイズの免許証を、携帯型免許証明書への変更を希望される方は、下記の必要書類を整えて、平成20年11月28日以降に住所地の都道府県建築士会にてご本人が申請手続きを行ってください。
■申請受付期間　 平成21年1月26日（月）～2月27日（金）　（土日祝日を除く）
■業 務 時 間　  ９：００～１６：００　
■受 付 窓　口　　（社）佐賀県建築士会事務局　　
　　　　　　    　　　　　　佐賀市城内2丁目2－37　　　TEL 0952-26-2198   FAX 0952-26-2248

■提　出　先　　　　（社）佐賀県建築士会事務局

　　　　　　　　　　 　　※窓口へ申請者本人が持参してください。 　郵送、メールは受付いたしません。

■必 要 書 類

１．一級建築士免許書換え交付申請書(携帯型免許証明書への変更)
２．一級建築士住所等の届出
３．一級建築士事変・書換え交付申請書（電算入力用）[変更用]
４．手数料払込受付証明書　（手数料5,900円）

５．証明写真　２枚　（同じものを2枚用紙してください。）
 　（無帽・無背景・正面上3分身、縦45㎜×横35㎜(パスポート申請サイズ)　６ヶ月以内に撮影）
　　　　※ 写真はカード型免許証明書に、そのまま転写されますので、被写体が暗いものや不鮮明なものは受付できません。
　　　　※ 申請者自身でプリントする場合は、「写真プリント用の用紙」に印刷したものに限ります。
６．一級建築士免許証のコピー　１枚

７．一級建築士免許証（原本提示）

※ 免許証(原本)が無い場合は、再交付申請になるため、１の申請書ではなく「再交付申請書」が必要となります。
※ 登録事項（氏名、生年月日、性別）に変更がある場合は、事項変更申請になるため、１の申請書ではなく「登録事項変更届･書換え交付申請書が必要となります。
　　　　　　　なお、事項変更申請の場合、戸籍謄(抄)本（発行日より６ヶ月以内）が必要ですので、ご注意ください。

８．本人確認ができる公的証明書（提示・運転免許証又はパスポート等）

９．印鑑（認印可）

　※ その他の手続きや詳細等は、日本建築士会連合会の登録申請案内ホームページをご覧ください。
　　　　（申請書等もダウンロードできます。）
■ご注意

1． 郵送での受付は行っていません。また書類不備、添付書類不足等の場合は受付けできません。
2． 免許証明書（カード）発行には、申請後約２ヶ月程度期間を頂きます。出来上がりましたら交付通知ハガキを送付いたしますので、ご本人が受け取りにお越しください。

3． 法改正により重要事項説明等で免許証の提示が必要な場合がありますので、申請時には原本提示とそのコピーの提出を頂き、交付時にはお持ちの免許証との引換え交付となります。

（但し、ご希望により押印（無効印・書換え手続き済印等）の上、お返しする方法を検討中です。）
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